
 

 

 

 
 

 

・ 国では、患者本位のかかりつけ薬局の推進のため、平成27 年に「患者のための薬局ビジョン」を策定した。 

・ その後、改正薬機法の施行やＩＣＴ等の進展によって薬剤師を取り巻く環境は大きく変化し、そういった状況も踏まえ、国は令

和４年に「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ」を公表した。とりまとめでは、処方箋

受付時以外の対人業務の充実等の観点から、具体的に必要な対策を示しており、地域医療を担う一員として薬剤師に求め

られる役割や期待が大きくなっている。 

・ また、政府がセルフケア・セルフメディケーションを推進している中、近年、若年層を中心とした市販薬の濫用も問題となって

おり、薬剤師・登録販売者による適切な情報提供が重要となっている。 

・  
 

「薬剤師・登録販売者の資質向上に向けた実践ガイド（案）」を作成 
 
●薬局薬剤師による薬剤レビュー（抜粋） 

〇大阪府内での取組状況 

大阪府 委託により、薬剤レビューに関する研修会、実践・事例収集、結果の評価・分析等を実施

（国の ICT の進展等を踏まえた薬局機能の高度化推進事業を活用） 等 

大阪府薬剤師会 学術大会で薬剤レビューの講演を実施 

大阪医科薬科大学 薬剤レビューのプロセスを経験させる教育の導入 等 

 〇具体的な取組例 

薬剤レビューのロールプレイの実施、地域での事例検討会の実施、医師等医療従事者への共有  等 
 
●一般用医薬品の濫用対策（抜粋） 

〇大阪府内での取組状況 

大阪府 薬剤師・登録販売者向け啓発資材の作成 

インターネットを活用したターゲティング広告の実施  等 

大阪府薬剤師会 自己点検の実施、医薬品の適正資料に関する研修資料の作成 等 

大阪府登録販売者協会 生涯学習研修会の実施 等 

大阪府内製造販売業者 店頭での空箱設置の推進、濫用者に向けた正しいケアの発信 

くすり教育の支援、適正使用のため製品容器上の工夫 

〇具体的な取組例 

販売時の積極的な声かけ、必要に応じて相談窓口の案内、店舗内での販売記録の共有、店舗間での情報共有 

空箱の設置、レジアラートの導入 等 

 

 

・ 成果物について、大阪府ホームページへの掲載、関係団体への通知、講習会の機会を通じて周知。 

・ 令和７年度は、「薬剤師・登録販売者の資質向上に向けた実践ガイド」へ新規項目を追加する内容について審議 

（認定薬局、健康サポート薬局の推進等） 

 
１．取組の背景 

令和６年度医薬品適正販売対策部会 
薬局・医薬品販売業に従事する薬剤師・登録販売者の資質向上に向けたとりまとめ 

２．令和６年度の取組 

 

３．今後の予定 

資料５－２ 


